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論壇
1
�
は
じ
め
に

財
産
評
価
基
本
通
達
上
、
取

引
相
場
の
な
い
株
式
を
純
資
産

価
額
方
式
で
計
算
す
る
場
合
の

1
株
当
た
り
の
純
資
産
価
額

は
、
課
税
時
期
に
お
け
る
各
資

産
の
相
続
税
評
価
額
の
合
計
額

か
ら
、
各
負
債
の
金
額
の
合
計

額
及
び
評
価
差
額
に
対
す
る
法

人
税
等
相
当
額
を
控
除
し
た
金

額
を
課
税
時
期
に
お
け
る
発
行

済
株
式
数
（
自
己
株
式
を
除

く
）
で
除
し
て
計
算
し
た
金
額

と
さ
れ
て
い
る
（
財
基
通
1
8

5
）。また

、
評
価
差
額
に
対
す
る

法
人
税
等
相
当
額
の
計
算
上
、

各
資
産
の
中
に
、
現
物
出
資
若

し
く
は
合
併
に
よ
り
著
し
く
低

い
価
額
で
受
け
入
れ
た
資
産
、

又
は
株
式
交
換
若
し
く
は
株
式

移
転
に
よ
り
著
し
く
低
い
価
額

で
受
け
入
れ
た
株
式
（
以
下
、

「
現
物
出
資
等
受
入
れ
資
産
」）

が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
現
物

出
資
、
合
併
、
株
式
交
換
又
は

株
式
移
転
の
時
に
お
け
る
現
物

出
資
等
受
入
れ
資
産
の
相
続
税

評
価
額
か
ら
帳
簿
価
額
を
控
除

し
た
金
額
（
以
下
、「
現
物
出
資

等
受
入
れ
差
額
」）
に
つ
い
て

は
、
原
則
と
し
て
各
資
産
の
帳

簿
価
額
の
合
計
額
に
加
算
す
る

（
評
価
差
額
と
し
て
反
映
し
な

い
）
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
財

基
通
1
8
6
―
2
⑵
括
弧
書
。

以
下
、「
本
通
達
」。）

本
通
達
は
、
含
み
益
を
利
用

し
た
租
税
回
避
を
防
止
す
る
等

の
た
め
、
平
成
6
年
か
ら
3
度

に
わ
た
り
改
正
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た（
下
記
2
�参
照
）が
、そ

の
後
の
経
済
状
況
の
変
化
や
組

織
再
編
税
制
の
創
設
を
経
て
、

現
行
の
実
務
に
は
そ
ぐ
わ
な
く

な
っ
て
い
る
と
感
じ
る
。

2
�
本
通
達
の
改
正
経
緯

昭
和
の
終
わ
り
か
ら
平
成
の

初
め
に
か
け
て
の
い
わ
ゆ
る
バ

ブ
ル
期
に
は
、
い
わ
ゆ
る
Ａ
社

Ｂ
社
方
式
に
よ
る
租
税
回
避
が

横
行
し
た
。

例
え
ば
、
平
成
2
年
4
月
に

甲
氏
が
Ａ
社
株
式
（
評
価
差
額

に
対
す
る
法
人
税
等
相
当
額
控

除
前
の
純
資
産
価
額
に
よ
る
相

続
税
評
価
額
15
・
1
億
円
、
評

価
差
額
10
億
円
、
評
価
差
額
に

対
す
る
法
人
税
等
相
当
額
5
・

1
億
円
）
を
直
接
1
0
0
％
保

有
し
て
い
た
と
す
る
。
こ
の
ま

ま
だ
と
、
Ａ
社
株
式
の
純
資
産

価
額
に
よ
る
相
続
税
評
価
額
は

10
億
円
（
15
・
1
億
円
―
5
・

1
億
円
）
と
な
る
の
で
、
甲
氏

は
Ａ
社
株
式
を
現
物
出
資
し
て

Ｂ
社
を
設
立
す
る
。
当
時
の
税

制
上
、
現
物
出
資
を
受
け
た
財

産
の
受
入
価
額
は
時
価
以
下
の

任
意
の
金
額
を
付
す
こ
と
が
で

き
た
た
め
、
Ｂ
社
に
お
い
て
、

Ａ
社
株
式
の
帳
簿
価
額
と
し
て

0
・
1
億
円
を
付
す
こ
と
も
可

能
だ
っ
た
。
仮
に
課
税
時
期
に

お
け
る
Ａ
社
株
式
の
評
価
差
額

に
対
す
る
法
人
税
等
相
当
額
控

除
前
の
純
資
産
価
額
に
よ
る
相

続
税
評
価
額
が
現
物
出
資
時
と

変
わ
ら
ず
15
・
1
億
円
で
あ
っ

た
と
す
る
と
、
Ｂ
社
株
式
を
評

価
す
る
上
で
の
評
価
差
額
は
15

億
円（
相
続
税
評
価
額
15
・
1
億

円
―
帳
簿
価
額
0
・
1
億
円
）

と
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
が
、

当
時
は
Ｂ
社
株
式
の
評
価
上
、

こ
の
評
価
差
額
15
億
円
に
係
る

法
人
税
等
相
当
額
7
・
65
億
円

（
15
億
円
×
51
％
）
を
、
純
資

産
価
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
恣
意
的

に
作
り
出
し
た
評
価
差
額
（
以

下
、「
恣
意
的
な
評
価
益
」）に
よ

り
、
Ａ
社
株
式
の
純
資
産
価
額

に
よ
る
相
続
税
評
価
額
を
7
・

45
億
円
（
15
・
1
億
円
―
7
・

65
億
円
）
に
圧
縮
す
る
こ
と
が

で
き
た
。

こ
れ
を
規
制
す
る
た
め
の
通

達
改
正
が
平
成
6
年
6
月
に
行

わ
れ
、
そ
の
後
の
平
成
11
年
7

月
及
び
平
成
12
年
6
月
の
適
用

範
囲
の
拡
大
に
関
す
る
改
正
を

経
て
、現
行
の
通
達（
上
記
1
�

参
照
）
に
至
っ
て
い
る
。
改
正

に
よ
り
、
前
出
の
事
例
の
場

合
、
Ｂ
社
が
現
物
出
資
に
よ
り

著
し
く
低
い
価
額
で
受
け
入
れ

た
Ａ
社
株
式
に
係
る
評
価
差
額

15
億
円
（
現
物
出
資
の
時
に
お

け
る
相
続
税
評
価
額
15
・
1
億

円
―
Ｂ
社
が
付
し
た
帳
簿
価
額

0
・
1
億
円
）
に
つ
い
て
は
、

評
価
差
額
に
反
映
さ
れ
な
い
こ

と
と
な
っ
た
。

3
�
組
織
再
編
税
制
の
創
設

平
成
13
年
度
税
制
改
正
に
よ

り
組
織
再
編
税
制
が
創
設
さ

れ
、
合
併
、
分
割
、
現
物
出
資

又
は
事
後
設
立
が
あ
っ
た
場
合

の
法
人
税
の
課
税
関
係
が
規
定

さ
れ
た
。
ま
た
、
平
成
18
年
度

税
制
改
正
に
よ
り
、
株
式
交
換

又
は
株
式
移
転
が
あ
っ
た
場
合

の
法
人
税
の
課
税
関
係
も
規
定

さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
法
人

が
組
織
再
編
成
を
行
う
場
合

は
、
そ
れ
が
適
格
組
織
再
編
成

か
非
適
格
組
織
再
編
成
か
に
応

じ
て
、
税
務
上
の
取
扱
い
が
決

ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
例
え

ば
、
法
人
が
現
物
出
資
を
行
う

場
合
の
税
務
上
の
受
入
価
額

は
、
そ
の
現
物
出
資
が
適
格
現

物
出
資
で
あ
れ
ば
帳
簿
価
額
に

よ
る
こ
と
が
、
非
適
格
現
物
出

資
で
あ
れ
ば
時
価
に
よ
る
こ
と

が
、
強
制
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
恣
意
的
に
著
し
く
低
い
価

額
で
受
け
入
れ
る
こ
と
（「
恣

意
的
な
評
価
益
」
を
作
り
出
す

こ
と
）
は
で
き
な
く
な
っ
た
。

4
�
問
題
が
生
じ
う
る
場
合

①

適
格
組
織
再
編
成
に
よ
る

場
合例

え
ば
、
乙
氏
が
Ｃ
社
株
式

（
評
価
差
額
に
対
す
る
法
人
税

等
相
当
額
控
除
前
の
純
資
産
価

額
に
よ
る
相
続
税
評
価
額
5
億

円
）
を
直
接
1
0
0
％
保
有
し

て
い
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
適

格
株
式
移
転
に
よ
り
ホ
ー
ル
デ

ィ
ン
グ
会
社
Ｄ
社
を
設
立
し
、

Ｄ
社
の
傘
下
に
Ｃ
社
を
置
い
た

と
す
る
（
Ｄ
社
に
お
け
る
Ｃ
社

株
式
の
帳
簿
価
額
1
億
円
、
評

価
差
額
に
対
す
る
法
人
税
等
相

当
額
控
除
前
の
純
資
産
価
額
に

よ
る
相
続
税
評
価
額
5
億
円
）。

株
式
移
転
前
は
、
Ｃ
社
株
式
の

純
資
産
価
額
に
よ
る
相
続
税
評

価
額
の
計
算
上
、
評
価
差
額
が

あ
れ
ば
、
評
価
差
額
に
対
す
る

法
人
税
等
相
当
額
は
控
除
す
る

こ
と
が
可
能
だ
が
、
株
式
移
転

後
は
、
Ｄ
社
株
式
を
評
価
す
る

上
で
の
Ｃ
社
株
式
の
純
資
産
価

額
に
よ
る
相
続
税
評
価
額
の
計

算
上
、
評
価
差
額
に
対
す
る
法

人
税
等
相
当
額
は
控
除
で
き
な

い（
財
基
通
1
8
6
―
3
泫
）。ま

た
、
本
通
達
を
適
用
す
る
場

合
、
株
式
移
転
後
は
、
Ｄ
社
株

式
の
純
資
産
価
額
に
よ
る
相
続

税
評
価
額
の
計
算
上
、
現
物
出

資
等
受
入
れ
差
額
4
億
円
（
株

式
移
転
の
時
に
お
け
る
Ｃ
社
株

式
の
相
続
税
評
価
額
5
億
円
―

Ｄ
社
が
付
し
た
Ｃ
社
株
式
の
帳

簿
価
額
1
億
円
）に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
評
価
差
額
と
し
て

反
映
さ
れ
な
い
た
め
、
控
除
で

き
る
評
価
差
額
に
対
す
る
法
人

税
等
相
当
額
は
な
く
な
り
、
結

果
と
し
て
評
価
差
額
の
あ
る
株

式
に
つ
き
株
式
移
転
を
行
う

と
、
甲
氏
の
推
定
相
続
財
産
の

評
価
額
は
高
く
な
っ
て
し
ま

う
。
乙
氏
と
Ｃ
社
・
Ｄ
社
と
の

資
本
関
係
の
実
態
は
、
株
式
移

転
前
後
で
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な

い
に
も
関
わ
ら
ず
、
Ｄ
社
に
お

け
る
Ｃ
社
株
式
に
係
る
現
物
出

資
等
受
入
差
額
に
つ
い
て
、
評

価
差
額
に
対
す
る
法
人
税
等
相

当
額
を
控
除
で
き
な
く
な
る
と

な
れ
ば
、
課
税
の
不
公
平
感
が

生
じ
る
。

ま
た
、上
記
3
�の
と
お
り
、

法
人
税
法
上
、
適
格
組
織
再
編

成
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
帳
簿

価
額
に
よ
る
受
入
れ
等
が
強
制

さ
れ
て
お
り
、
組
織
再
編
成
の

時
に
現
物
出
資
等
受
入
れ
資
産

の
時
価
評
価
は
予
定
し
て
い
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
将
来
の

株
式
の
相
続
税
法
上
の
評
価
に

お
い
て
本
通
達
を
適
用
す
る
場

合
に
は
、
過
去
の
組
織
再
編
成

時
の
時
価
評
価
が
必
要
と
さ

れ
、
税
法
間
で
矛
盾
し
た
取
扱

い
と
な
る
（
過
去
に
遡
っ
て
の

時
価
評
価
は
、
実
務
上
、
困
難

を
伴
う
こ
と
も
多
い
）。

な
お
、
本
通
達
が
前
提
と
す

る
「
著
し
く
低
い
価
額
」
に
つ

い
て
は
、
何
を
も
っ
て
「
著
し

く
低
い
価
額
」
と
す
る
の
か
、

通
達
上
は
明
示
さ
れ
て
い
な

い
。
例
え
ば
、
所
得
税
法
の
い

わ
ゆ
る
み
な
し
譲
渡
に
お
い
て

は
時
価
の
1
／
2
未
満
の
額
が

基
準
と
さ
れ
る
が
、
本
通
達
と

所
得
税
法
59
条
1
項
と
で
は
状

況
も
異
な
る
こ
と
か
ら
、
本
通

達
に
お
い
て
も
必
ず
し
も
時
価

の
1
／
2
未
満
が
求
め
ら
れ
る

と
い
う
解
釈
で
は
な
く
、
個
別

判
断
が
な
さ
れ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
（
所
法
59
①
、
所
令
1

6
9
）。

②

帳
簿
書
類
が
不
存
在
の
場

合
会
社
法
上
、
会
計
帳
簿
等
の

保
存
期
間
に
つ
い
て
は
、
会
計

帳
簿
の
閉
鎖
の
時
等
か
ら
10
年

間
と
さ
れ
て
い
る
（
会
法
4
3

2
②
、
4
3
5
④
）。ま
た
、
法

人
税
法
上
、
帳
簿
書
類
の
保
存

期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
業

年
度
の
確
定
申
告
書
の
提
出
期

限
か
ら
7
年
間
、
平
成
20
年
4

月
1
日
以
後
に
終
了
し
た
欠
損

金
の
生
じ
た
事
業
年
度
に
お
い

て
は
9
年
間
、
平
成
29
年
4
月

1
日
以
後
に
開
始
す
る
欠
損
金

額
の
生
ず
る
事
業
年
度
に
お
い

て
は
10
年
間
と
さ
れ
て
い
る

（
法
規
26
の
3
、59
、67
、
平
成

27
年
改
正
法
附
則
27
①
、
平
成

27
年
改
正
法
規
附
則
2
①
）。す

な
わ
ち
、
実
行
か
ら
10
年
超
を

経
過
し
た
組
織
再
編
成
に
つ
い

て
は
、
課
税
時
期
に
お
い
て
帳

簿
書
類
が
残
っ
て
い
な
い
可
能

性
が
あ
り
、
現
物
出
資
等
受
入

れ
差
額
を
求
め
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
も
多
い
と
推
定
さ
れ

る
。こ

れ
に
関
し
、
詳
細
に
つ
い

て
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、

帳
簿
書
類
が
不
存
在
で
あ
っ
た

こ
と
を
一
因
と
し
て
、
バ
ブ
ル

期
の
現
物
出
資
に
よ
っ
て
作
り

出
さ
れ
た
評
価
差
額
に
対
す
る

法
人
税
等
相
当
額
を
全
額
控
除

す
る
評
価
が
認
め
ら
れ
た
と
い

う
事
案
が
あ
っ
た
よ
う
だ（「
Ｔ

＆
Ａ
マ
ス
タ
ー
」
№
4
2
3

新
日
本
法
規
出
版
株
式
会
社
）。

5
�
お
わ
り
に

「
恣
意
的
な
評
価
益
」
を
規

制
す
る
た
め
に
改
正
さ
れ
た
本

通
達
で
は
あ
る
が
、
組
織
再
編

税
制
の
創
設
以
降
、「
恣
意
的

な
評
価
益
」
を
作
り
出
す
こ
と

は
不
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、

組
織
再
編
税
制
の
創
設
は
約
15

年
も
前
の
話
で
あ
り
、
そ
れ
以

前
の
再
編
行
為
に
つ
い
て
は
帳

簿
書
類
の
法
定
保
存
期
間
を
経

過
し
て
い
る
こ
と
か
ら
帳
簿
書

類
が
残
っ
て
い
な
い
可
能
性
が

高
く
、
本
通
達
が
適
用
で
き
な

い
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
本
通
達
は
、
現
行
実
務

上
は
形
骸
化
し
て
お
り
、
そ
の

役
目
は
終
了
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

一
方
、
本
通
達
が
現
時
点
で

も
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
軽
視

す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
文
面
通

り
に
解
釈
し
た
場
合
に
は
、
正

常
な
組
織
再
編
行
為
を
行
っ
て

い
る
者
に
課
税
の
不
公
平
が
生

じ
る
こ
と
も
あ
り
、
実
務
の
現

場
で
混
乱
を
招
い
て
い
る
場
面

が
あ
る
よ
う
だ
。
し
た
が
っ

て
、
本
通
達
に
関
し
、
以
下
の

い
ず
れ
か
に
よ
る
対
応
を
求
め

た
い
。

①

過
度
な
租
税
回
避
行
為
に

つ
い
て
は
、
相
続
税
法
第
64
条

第
4
項
（
組
織
再
編
成
が
あ
っ

た
場
合
の
行
為
又
は
計
算
の
否

認
）
又
は
財
産
評
価
基
本
通
達

6
（
こ
の
通
達
の
定
め
に
よ
り

難
い
場
合
の
評
価
）
の
適
用
に

よ
り
対
応
す
る
こ
と
と
し
、
本

通
達
の
定
め
を
削
除
す
る
。

②

本
通
達
を
廃
止
し
な
い
ま

で
も
、
例
え
ば
「
本
通
達
は
現

物
出
資
等
か
ら
5
年
以
内
の
相

続
・
贈
与
等
に
限
り
適
用
す

る
」
等
、
本
通
達
の
適
用
期
間

を
限
定
す
る
。

財
産
評
価
基
本
通
達
1
8
6
―
2
⑵
括
弧
書

〜
組
織
再
編
成
後
の
株
式
評
価
に
お
け
る「
現
物
出
資
等
受
入
れ
差
額
」に
つ
い
て
〜

宮田 房枝
【麹町】
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